
ニュース

令
和
４
年
度
の
住
民
税
均
等
割

非
課
税
世
帯
や
令
和
４
年
１
月
以

降
に
家
計
急
変
の
あ
っ
た
世
帯
を

支
援
す
る
た
め
、１
世
帯
当
た
り
、

10
万
円
の
給
付
を
行
っ
て
い
ま
す
。

※
令
和
３
年
度
分
の
非
課
税
世
帯

ま
た
は
家
計
急
変
世
帯
に
対
す
る

給
付
金
の
い
ず
れ
か
を
受
給
し
て

い
る
場
合
に
は
、対
象
に
な
り
ま

せ
ん
。

住
民
税
均
等
割
非
課
税
世
帯

対
象
と
な
り
得
る
世
帯
の
世
帯

主
に
受
給
要
件
確
認
の
た
め
の
通

知（
確
認
書
）を
７
月
に
発
送
し
ま

し
た
。受
給
を
希
望
す
る
場
合
は

期
日
ま
で
に
返
送
し
て
く
だ
さ

い
。

※
令
和
４
年
１
月
２
日
以
降
に
町

へ
転
入
し
た
人
が
い
る
世
帯
で
、

町
が
所
得
・
収
入
を
確
認
で
き
な

い
世
帯
は
、窓
口
で
の
申
請
が
必

要
で
す
。申
請
の
期
限
は
９
月
30

日
ま
で
で
す
。

家
計
急
変
世
帯

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
を
受
け
、世
帯
全
員
の
令

和
４
年
１
月
以
降
の
収
入
や
所
得

が
住
民
税
非
課
税
相
当
と
な
っ
た

世
帯
に
対
し
て
給
付
し
ま
す
。た

だ
し
、審
査
の
結
果
に
よ
っ
て
は

支
給
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。申
請
の
期
限
は
９
月
30

日
ま
で
で
す
。

令
和
３
年
度
住
民
税
非
課
税
世
帯

令
和
３
年
度
住
民
税
非
課
税
世

帯
で
あ
り
、ま
だ
申
請
し
て
い
な

い
世
帯
に
つ
い
て
は
窓
口
で
の
申

請
が
必
要
で
す
。申
請
の
期
限
は

９
月
30
日
ま
で
で
す
。

※
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し

て
い
ま
す
。詳
し
く
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

介
護
福
祉
課
福
祉
室

☎
26
・
２
２
４
６（
直
通
）

▼課税収入額早見表

扶養人数 収入額ベース 所得ベース

０人 93.0万円以下 38.0万円以下

１人 137.8万円以下 82.8万円以下

２人 168.0万円以下 110.8万円以下

2022. ８ ８https://www.town.yoshioka.gunma.jp/

受
給
に
は
手
続
き
が
必
要
で
す

住
民
税
非
課
税
世
帯
等
に
対
す
る
臨
時
特
別
給
付
金

まちの木

町
の
地
方
創
生
の
取
り
組
み
に

か
か
る
企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
と

し
て
、株
式
会
社
き
の
し
た
様
よ

り
寄
付
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

い
た
だ
い
た
寄
付
金
は
、一
人

ひ
と
り
が
輝
き
、生
き
生
き
と
暮

ら
せ
る
ま
ち
を
つ
く
る
事
業
と
し

て
行
う「
保
育
士
等
確
保
事
業
」に

か
か
る
費
用
に
活
用
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
と
は
、

国
の
認
定
を
受
け
た
町
の
地
方
創

生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
対
し
て
企
業

が
寄
付
を
行
っ
た
場
合
に
、法
人

関
係
税
か
ら
税
額
控
除
す
る
仕
組

み
で
す
。最
大
で
寄
付
額
の
約
９

割
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

こ
の
制
度
を
活
用
し
て
町
の
取

り
組
み
を
応
援
い
た
だ
け
る
企
業

の
皆
さ
ま
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

詳
し
い
内
容
や
、町
の
地
方
創
生

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
は
、お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

な
お
、寄
付
い
た
だ
く
に
は
、次

の
要
件
が
あ
り
ま
す
。

●
本
社（
税
法
上
の
主
た
る
事
業

所
ま
た
は
事
務
所
）が
町
に
な
い

企
業
が
対
象
で
す
。

●
１
回
あ
た
り
10
万
円
以
上
の
寄

付
が
対
象
で
す
。

●
寄
付
企
業
へ
の
経
済
的
な
利
益

の
供
与
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

●
寄
付
の
対
象
期
間
は
令
和
２
年

度
〜
令
和
６
年
度
で
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

企
画
財
政
課
企
画
室

☎
26
・
２
２
４
１（
直
通
）

企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
で

吉
岡
町
を
応
援
し
て
く
だ
さ
い

企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税

株
式
会
社
き
の
し
た
様
よ
り
寄
付

まちの鳥

　町内の空き家の現状を
把握するため、現地調査を
行います。空き家と想定さ
れる建物について、外観か
らの目視や撮影を行いま
す。調査員は、町発行の身
分証明書を携帯していま
す。ご理解とご協力をお願
いします。

▶実施期間
８月～秋頃

 委託業者
高崎測量㈱
☎027-361-2271
▶問い合わせ先
建設課 都市建設室
☎26-2278（直通）

空き家実態調査を
実施します

空き家実態調査を
実施します



調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

地
籍
調
査
事
業
を
進
め
て
い
ま
す

ど
な
た
で
も
傍
聴
で
き
ま
す

町
議
会
９
月
定
例
会（
予
定
）

９ 吉岡町役場 ☎54̶3111（代表）

ス
マ
ホ
で
回
答
で
き
ま
す

こ
の
調
査
は
、総
務
省
統
計
局

（
県
お
よ
び
町
）が
、国
民
の
普
段

の
就
業
・
不
就
業
の
状
態
を
詳
細

に
把
握
す
る
こ
と
に
よ
り
、全
国

お
よ
び
地
域
別
の
就
業
構
造
に
関

す
る
基
礎
資
料
を
得
る
こ
と
を
目

的
に
実
施
さ
れ
ま
す
。

▼
調
査
期
日

10
月
1
日
現
在

▼
調
査
対
象

対
象
世
帯
は
令
和
２
年
国
勢
調

査
の
調
査
区
の
う
ち
、総
務
大
臣

が
指
定
す
る
調
査
区
の
中
で
、統

計
的
手
法
に
よ
り
無
作
為
に
選
定

さ
れ
ま
す
。

▼
調
査
方
法

県
知
事
か
ら
任
命
さ
れ
た
調
査

員
が
準
備
の
た
め
、８
月
下
旬
に

調
査
区
内
を
巡
回
し
、調
査
対
象

世
帯
に
は
９
月
以
降
に
調
査
票
の

記
入
の
お
願
い
に
伺
い
ま
す
。

令
和
４
年
就
業
構
造
基
本
調
査ま

た
、パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
を
使
っ
て
、簡
単
に
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
回
答
す
る
こ
と
も

で
き
ま
す
。ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

調
査
結
果
は
、国
や
都
道
府
県

が
実
施
す
る
雇
用
政
策
お
よ
び
経

済
政
策
な
ど
の
企
画
・
立
案
に
お

い
て
、重
要
な
指
標
と
し
て
利
用

さ
れ
ま
す
。

集
め
ら
れ
た
情
報
は
厳
重
に
保

護
さ
れ
、統
計
上
の
目
的
以
外
に

使
用
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ご
安
心
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

企
画
財
政
課
企
画
室

☎
26
・
２
２
４
１（
直
通
）

総
務
省
統
計
局
統
計
調
査
部

☎
03
・
５
２
７
３
・
１
１
９
０

まちの木

▶試験日時
10月16日㊐14：00～16：00
▶試験会場
高崎経済大学
高崎市上並榎町１３００番地
▶受験手数料　８，５００円
▶受験申込書
　８月31日㊌まで、下水道室窓
口で配布しています。
▶申し込み方法
　申込書一式を「東京都下水道
サービス株式会社」へ郵送して
ください。
※指定の封筒があります。
▶申込期限　８月31日㊌
※当日消印有効
　最新の情報は、県下水道協会
ホームページでご確認ください。

下水道排水設備工事
責任技術者
資格認定共通試験

問い合わせ先
上下水道課 下水道室
☎26-２２８４（直通）

※
日
程
は
、変
更
に
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。詳
し
く
は
、町
議
会

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
議
会
事
務
局
で

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

発
熱
な
ど
体
調
が
優
れ
な
い
場

合
は
傍
聴
を
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

傍
聴
時
は
、マ
ス
ク
の
着
用
・
手
指

の
消
毒
を
お
願
い
し
ま
す
。

９
月
１
日
㊍

開
会
日

　
　

２
日
㊎

一
般
質
問

　
　

５
日
㊊

一
般
質
問

　
　

14
日
㊌

閉
会
日

　
　
　
　
　
　
（
討
論
・
表
決
な
ど
）

ま
た
、町
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
生
中
継
お
よ
び
録
画
配
信
を

行
っ
て
い
ま
す
の
で
、ぜ
ひ
ご
覧

く
だ
さ
い
。

本
会
議
生
中
継
・
録
画
配
信

▼
問
い
合
わ
せ
先

議
会
事
務
局

☎
26
・
２
２
８
３（
直
通
）

まちの花

地
籍
調
査
は
、国
土
調
査
法
に

基
づ
き
、一
筆
ご
と
の
土
地
に
つ

い
て
、そ
の
所
有
者
、地
番
お
よ
び

地
目
の
調
査
と
境
界
や
面
積
に
関

す
る
測
量
を
行
い
ま
す
。そ
の
結

果
に
基
づ
き
法
務
局
の
登
記
簿
と

公
図
を
修
正
し
ま
す
。地
籍
調
査

に
よ
り
、土
地
の
実
態
が
明
確
に

な
り
、境
界
ト
ラ
ブ
ル
の
防
止
、災

害
復
旧
の
迅
速
化
な
ど
が
図
ら
れ

ま
す
。

令
和
４
年
度
は
、大
久
保
字
大

畑
、字
沼
の
測
量
と
現
地
立
会
い

を
行
い
ま
す
。ま
た
、令
和
３
年
度

現
地
立
会
い
を
行
っ
た
大
久
保
字

大
松
、字
長
久
保
に
つ
い
て
測
量

成
果
の
閲
覧
を
行
い
ま
す
。調
査

実
施
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

建
設
課
用
地
管
理
室

☎
26
・
２
２
７
９（
直
通
）

まちの鳥

無料税務相談（要事前予約）
９月13日㊋
13：30～16：00
役場２階　第１会議室

・期 日
・時 間
・場 所
・問い合わせ先
税務会計課 税務室 ☎26-2237（直通）
※相談時間については30分を目安に受け付けますが、
　相談内容により時間が前後する場合があります。

今月の納税今月の納税

コンビニエンスストア、ＬＩＮＥ Ｐａｙ、ＰａｙＰａｙ
でも納付できます。また、便利で確実な

口座振替もご利用ください。

納期限 令和４年８月31日㊌

町県民税普通徴収
国民健康保険税
介護保険料
後期高齢者医療保険料

…２期




